
（別紙）

１　母子家庭・寡婦 　　(都道府県・指定都市・中核市名:　　　　　　　　 　　　　）　

前年度（月）から  今年度（月）の 翌年度（月）への

の繰越件数  新規相談件数 繰越件数

Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ) Ｄ Ｅ(Ｃ－Ｄ)

　　 住　　　 宅

病気

障害

その他

配偶者等の暴力

そ の 他

求職・転職

資格取得・職業訓練

職場の悩み

その他

　　　結　　　 婚

　　　養　育　費

　　　借　　　 金

　　　そ  の   他

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

　　　養　　　 育 保育所入所

虐待

その他

　　　教　　　 育

　　　非　　　 行

　　　就　　　 職

　　　そ　の　 他

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

貸付

償還

貸付

償還

   公 的 年 金

　 児 童 扶 養 手 当

　 生 活 保 護

　      税

   そ 　の　 他

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

　 売 店 設 置（法第２５条）  

　 た ば こ 販 売（法第２６条）

　 母子世帯向公営住宅（法第２７条）

　 母子・父子福祉施設の利用

　 母子生活支援施設（児童福祉法第３８条）

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

　 合　　　　　計 0 0 0 0 0 0

実　件　数 延　件　数

訪問調査指導

児
　
童

経
済
的
支
援
・
生
活
援
護

   母 子 福 祉 資 金貸付金

   寡 婦 福 祉 資 金貸付金

そ
の
他

区  　　 分

　　　母子・父子自立支援員相談指導結果報告書

 合    計 解決件数 相談回数
　 区　　　　　　　　　　分

生
活
一
般

      医 療 ・ 健 康

      家 庭 紛 争

　　　就　　　 労

質問№22に対するデータ



２　父子家庭 　　(都道府県・指定都市・中核市名:　　　　　　　　 　　　　）　

前年度（月）から  今年度（月）の 翌年度（月）への

の繰越件数  新規相談件数 繰越件数

Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ) Ｄ Ｅ(Ｃ－Ｄ)

　　 住　　　 宅

病気

障害

その他

配偶者等の暴力

そ の 他

求職・転職

資格取得・職業訓練

職場の悩み

その他

　　　結　　　 婚

　　　養　育　費

　　　借　　　 金

　　　そ  の   他

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

　　　養　　　 育 保育所入所

虐待

その他

　　　教　　　 育

　　　非　　　 行

　　　就　　　 職

　　　そ　の　 他

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

貸付

償還

   公 的 年 金

　 児 童 扶 養 手 当

　 生 活 保 護

　      税

　生 活 福 祉 資 金

   そ 　の　 他

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

　 父子世帯向公営住宅（法３１条の8）

　母子・父子福祉施設の利用

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

　 合　　　　　計 0 0 0 0 0 0

３　母子・父子自立支援員（会計年度任用職員）の勤務状況等

関係機関連絡(件) 会議出席(回) 母子・父子自立支援員（会計年度任用職員）の勤務状況

会計年度任用職員全員の年(月)間勤務日数(日)

会計年度任用職員１人１日平均の勤務時間(時間)

（記載要領）

　　１　指導を必要としない軽微な事項については計上しないこと。

　　２　一世帯の相談であっても、２種以上の事項を含んでいる場合は、それぞれの欄に件数を計上すること。

　　３　大区分の「その他」中「母子・父子福祉施設の利用」欄には、施設の利用に関する相談の件数を計上するものであり、施設利用者の数を計上するものでは

　　　ないこと。

　　４　「相談回数」欄には、当該期間内に取り扱ったケースに対し接した延べ回数を計上すること。

　　５　「母子・父子自立支援員（会計年度任用職員）の勤務状況」については、母子・父子自立支援員のうち会計年度任用職員についてのみ記載すること。

　　　　なお、「一人一日平均の勤務時間」については、小数点以下第２位を四捨五入して記載すること。

　　６　表中の「（月）」とは、各母子・父子自立支援員から都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長あて提出される月報について「年度」あるいは「年」を

　　　「月」と書き換えるものであること。

区  　　 分

実  件  数

延  件  数

経
済
的
支
援
・
生
活
援
護

父子 福 祉 資 金貸付金

そ
の
他

児
　
童

区  　　 分 実　件　数 延　件　数

訪問調査指導

相談回数
　 区　　　　　　　　　　分

生
活
一
般

      医 療 ・ 健 康

      家 庭 紛 争

　　　就　　　 労

 合    計 解決件数


